
倉敷市農業者向け物価高騰対策支援補助金
申請の手引き

〈申請期間〉

令和７年４月２５日～令和７年６月３０日
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１ 倉敷市農業者向け物価高騰対策支援補助金の概要について

農業生産資材の価格高騰により、経営の負担が増している農業者に対して、経営
支援のための補助金を交付します。

〈 対象者 〉
※次の（１）～（３）を全て満たす方
（１）令和７年１月１日時点で倉敷市内に住所を有する個人または主たる事業所を有

する法人
（２）令和６年時点で営農をしており、令和７年以降も営農を継続予定の者
（３）令和６年分の税申告を行った者のうち、農業所得用の青色申告決算書、収支内

訳書または決算報告書（法人）に記載された補助対象経費（種苗費、肥料費、諸
材料費）の合計額が５万円以上（税込）の者

〈 補助額 〉
対象経費（税抜）の５分の１以内の額が交付されます（補助金額は千円未満切り捨
てで、上限額は４０万円）。
（補助額の例）

税抜の対象経費 1,000,700円× 1/5 = 200,140円≒補助額 200,000円
※対象経費： 「種苗費」、「肥料費」及び「諸材料費」の合計額
※諸材料費とは「ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用」のこ
とを指します。（国税庁ＨＰより）

〈 申請先 〉
〇郵送で提出する場合
【 郵送先 】 〒７１０－８５６５ 倉敷市西中新田６４０

倉敷市農林水産課
〇窓口で提出する場合
申請書類一式を封筒に入れて、本庁及び各支所設置の受付ＢＯＸに投函してく
ださい。

【提出窓口】 農林水産課（本庁７階）

児島・玉島・水島・船穂・真備支所産業課（係）、庄・茶屋町支所
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申請書類 個人 法人

交付申請書 〇 〇

税申告書の写し 〇 〇

収支内訳が分かる書類
（令和６年分所得税青色申告決算書
の写し、収支内訳書の写し等）

〇

決算書の写し 〇

本人確認書類の写し
（運転免許証、マイナン

バーカード等）
〇

振込先口座通帳の写し 〇 〇

履歴事項全部証明書の写し 〇

申請書類早見表

重要
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税申告書類は税務署等に提出したことが分かるものが必要です。
e-Taxの場合は「電子申告日時」が印字された控え又は「受信通知」を添付して ください。

税務署では令和７年１月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを中止していま
す。申告事実の確認ができる書類の添付がない場合も申請を受け付けますが、内容の
確認等に時間を要するため、交付までに時間を要しますので、ご注意ください。
市民税・県民税申告の場合は市の受付印が押された申告書の控えを添付してください。



２ 提出書類（共通）

申請書記入例（1/2）

□青色申告決算書の写しや収支内
訳書等に記載された金額と一致し
ている（対象経費の確認方法につ
いては７ページを参照）。

□内容はすべて確認した。
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申請書記入例（2/2）

✓

✓

✓

□書類を確認をした上でチェック（✓）を記入した。
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〇税申告書について①

【確定申告書で申請する場合】

①

③

②

④

（確定申告書第一表）
①：農業収入、②：農業所得

（内訳書）
③：収入合計金額、④：所得金額

□ 申告書と内訳書類の農業収入（①と③）と農業所得
（②と④）が一致している。

３ 添付書類の確認事項

5

一致

一致



【市県民税申告書で申請する場合】

（市県民税申告書）
①：農業収入、②農業所得

（内訳書）
③：収入金額、④：所得金額

①

③

②

④

〇税申告書について②

※所得税の確定申告（青色申告）を行った
方は申告時に添付した「青色申告決算
書」又は「収支内訳書」の写しをご提出く

ださい。

□ 申告書と内訳書類の農業収入（①と③）と農業所得
（②と④）が一致している。
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一致

一致



□内訳が分かる書類のうち で囲っている種苗費、肥料費、
諸材料費の額が交付申請書の対象経費の各欄に記入した額と
一致し、かつ合計額（税込）が５万円以上になっている。

（ 白色申告者用：収支内訳書 ）

（ 所得税青色申告決算書 ）

〇対象経費の確認方法
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※

※

※諸材料費とは「ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用」のことを指します。

※３ページ記入例と合わせてご覧ください。



４ 申請～給付の流れ

申請書類一式を送付

事務局にて収受
（開封・確認・受付）

申請書類の確認（審査）

審査終了後に
決定通知書を送付

手続完了の後、口座に振込
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（注意！）税申告書類について、税務署等に提出したことが確認できない場合は、
支払いまでに通常よりも大幅に時間を要しますので、ご注意ください（詳
細は本手引き２ページ及び別紙【よくあるご質問】のＱＡ１１・１２を参照）。


